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【謹告】 隔月刊化・消費税引上げに伴う４月１日からの年間購読料の改定

２０１４年２月

ご購読者各位

株式会社民事法研究会

いつも本誌をご愛読いただき、まことにありがとうございます。

さて、本誌は４７号（昨年１０月発売号）より、季刊（年４回刊）から隔月刊（年６回刊）へとリ

ニューアルし、年間の刊行回数が２回増えております。また、本年４月１日から消費税が５％から

８％に引き上げられます。つきましては、弊社にて直接承っております定期購読の年間購読料につ

きまして、下記のとおり改定させていただくことといたしましたので、ご案内申し上げます。

読者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、より読者の皆様のお役に立つ充実した誌面を提供

すべく努力してまいりますので、なにとぞご理解賜れますようご高配のほどお願い申し上げます。

【価格改定日】２０１４年４月１日

【改定の対象】２０１４年４月１日以降に弊社に直接お申込みいただく定期購読の年間購読料

【改定の内容】 年間購読料［年６回分］８,４００円（８％消費税込み、本体７,７７８円）

（参考：現在の年間購読料［年４回分］７,２００円（５％消費税込み、本体６,８５７円）

【注意事項】

※２回分の増加発行ですが、本体価格での値上げは９２１円となります。

※３月３１日までは、現在と同じく、７,２００円（５％税込み、本体６,８５７円）で受け付けております。

※現在定期購読をいただいている方には、下記のように特例サービスを設けさせていただいて

おりますので、ご確認ください。

現在定期購読をいただいている方への特例サービス

現在定期購読のご契約をいただいている方につきましては、日頃のご愛読に感謝いたしまして、

２０１５年８月発売予定の５８号までは、現在の本体価格に据え置きとさせていただきます。

ただし、２０１４年４月１日からの消費税引上げに伴い、税込価格は下記のように改定となります。

【価格改定日】２０１４年４月１日

【改定の内容】 年間購読料［年６回分］７,４０６円（８％消費税込み、本体６,８５７円）

【改定の対象】２０１４年３月３１日時点で定期購読の契約をいただいている方の「更新年間購読料」

【注意時項】

※消費税引上げ分のみの改定です。本体価格に変更はありません。

※２０１５年１０月発売予定の５９号分以降の年間購読料につきましては、上記の８,４００円（８％消費税

込み）が適用されます（５９号をまたぐ更新については号割で適用いたします）。

以上、読者の皆様方のご理解とご協力を、謹んでお願い申し上げます。

ご不明の点は、弊社営業部までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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